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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に薬剤を送液する送液ポンプであって、
　薬剤ライブラリを記憶する記憶部と、
　制御部と、
　前記制御部の制御により、当該送液ポンプの起動状態を切り替える起動状態切り替え部
と、
　当該送液ポンプに関する各種情報を表示する表示部と、を有し、
　前記起動状態切り替え部は、薬剤の送液操作を行うことができる送液可能状態と、薬剤
の送液を行うことができず、かつ充電池が充電中である当該送液ポンプを保管する待機状
態とを切り替えるものであり、
　前記表示部は、前記制御部の制御により、前記待機状態において、前記記憶部に記憶さ
れている前記薬剤ライブラリを特定し、少なくとも前記薬剤ライブラリの更新の識別情報
を含む特定情報を表示する送液ポンプ。
【請求項２】
　前記薬剤ライブラリが複数のプロファイルを含み、前記特定情報が当該送液ポンプに適
用されている前記プロファイルを特定する情報を含むものであり、
前記プロファイルは、
前記薬剤ライブラリに記憶されている薬剤の種類を使用用途に応じて絞り込んだ結果を記
録したファイルである、請求項１に記載の送液ポンプ。
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【請求項３】
　前記複数のプロファイルには、各々を識別可能にするプロファイルＩＤが設定され、前
記表示部は、前記特定情報として当該送液ポンプに適用されている前記プロファイルを特
定する情報を表示する際に、適用されている前記プロファイルに設定されたプロファイル
ＩＤを視覚的に識別可能なアイコンに置き換えて表示する請求項２に記載の送液ポンプ。
【請求項４】
　前記表示部は、前記特定情報を表示する際の表示状態を、適用されている前記プロファ
イルに応じて変化させる請求項２または３に記載の送液ポンプ。
【請求項５】
　前記表示部は、前記特定情報を表示する際の表示状態を、前記薬剤ライブラリが更新さ
れてからの経過時間に応じて変化させる請求項１～４のいずれか１つに記載の送液ポンプ
。
【請求項６】
　前記記憶部は、定期点検時期をさらに記憶し、前記表示部は、前記待機状態において、
前記定期点検時期の到達状況を知らせる情報を表示する請求項１～５のいずれか１つに記
載の送液ポンプ。
【請求項７】
　当該送液ポンプが衝撃を受けたか否かを検出する衝撃検出部をさらに含み、前記表示部
は、前記待機状態において、前記衝撃検出部が衝撃を検出したか否かを知らせる情報を表
示する請求項１～６のいずれか１つに記載の送液ポンプ。
【請求項８】
　前記表示部は、前記待機状態において前記特定情報を表示する際に、通常電力モード、
又は、前記通常電力モードよりも低い消費電力でありながら前記特定情報を視認可能に表
示する省電力モードに電力モードを切り替える電力モード切り替え部を含み、前記電力モ
ード切り替え部は、前記通常電力モードにおいて所定の時間に亘って当該送液ポンプに対
して何らの操作もなされなかったときに、前記電力モードを前記通常電力モードから前記
省電力モードに切り替える請求項１～７のいずれか１つに記載の送液ポンプ。
【請求項９】
　前記表示部は、前記送液可能状態において、送液する薬剤の種類の選択を受け付ける受
け付け画面を表示し、前記特定情報を当該受け付け画面に表示する請求項１～８のいずれ
か１つに記載の送液ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤を患者の体内に送液するために用いられる送液ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者に対する抗癌剤、麻酔剤、化学療法剤、血液製剤、栄養剤等の薬剤の送液処置を行
う装置として医療用ポンプがある。医療用ポンプは、例えば、集中治療室（ＩＣＵ）等で
使用される。高精度かつ長時間に亘って送液を行う医療用ポンプとして、例えば、シリン
ジポンプや輸液ポンプなどがある。
【０００３】
　医療用ポンプを使用して送液される薬剤には、送液する際の流量の適正値や上限値、又
は、薬剤の注入量の適正値や上限値が、薬剤の種類ごとに定められている。医療用ポンプ
を使用して薬剤を送液する際には、それら適正値又は上限値などの各種パラメーターを医
療用ポンプに正しく設定する必要がある。各種パラメーターが正しく設定されていない場
合、所望の効果が得られない可能性がある。
【０００４】
　各種パラメーターの誤設定を防ぐために、薬剤ライブラリを使用した方法が知られてい
る。薬剤ライブラリは、薬剤の種類ごとに定められている各種パラメーターを記録したフ
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ァイルである。薬剤ライブラリを医療用ポンプに記憶させることで、各種パラメーターの
設定を簡略化することができる。具体的には、医療用ポンプを使用する際に、薬剤ライブ
ラリに記録されている薬剤の種類の中から、送液する薬剤として当該医療用ポンプにセッ
トした薬剤の種類を選択することで、各種パラメーターが当該医療用ポンプに自動的に設
定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１７９０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　薬剤ライブラリを記憶する医療用ポンプの場合、使用用途に適したポンプであるか否か
の判別を行うために、少なくとも、記憶されている薬剤ライブラリの情報が適切か否かを
確認する必要がある。記憶されている薬剤ライブラリの情報が適切でない場合、例えば、
送液する際の流量の適正値や上限値、又は、薬剤の注入量の適正値や上限値などの各種パ
ラメーターが適切に設定されない可能性がある。また、使用用途に適した薬剤の情報が薬
剤ライブラリに記録されていない可能性もある。従来の医療用ポンプにおいて、記憶され
ている薬剤ライブラリの情報が適切か否かの確認作業は、医療用ポンプが起動した状態で
なければ行うことができない。
【０００７】
　医療用ポンプは、送液に使用されないときにはＭＥ（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅ
ｒ）室などで保管・管理されるのが一般的である。この場合、保管されている医療用ポン
プを送液に使用するためには、保管されている複数の医療用ポンプの中から使用用途に適
したものを選択して、送液に使用される現場まで運ぶ必要がある。しかしながら、ＭＥ室
などにおいて保管・管理されている医療用ポンプは、外部電源に接続されて充電状態にあ
ることが多い。従って、使用用途に適したポンプであるか否かの判別に関する上述した確
認作業をするためには、充電状態にある医療用ポンプを一度起動する必要がある。この起
動作業には一定の時間を要する。そのため、送液に使用する現場に医療用ポンプを迅速に
運ぶことができず、効率的な運用の妨げになっている。
【０００８】
　この問題を避けるため、医療用ポンプに記憶されている薬剤ライブラリを特定する情報
を記載したラベルを、医療用ポンプに貼り付けて管理する方法がある。しかし、記憶され
ている薬剤ライブラリが更新されるたびにラベルを張り替える必要があり効率的に管理す
ることができない。
【０００９】
　そこで、本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、使用用途に適したポ
ンプであるか否かの判別を待機状態において可能にし、もって、効率的な管理及び運用を
行える送液ポンプを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための送液ポンプは、生体内に薬剤を送液する送液ポンプであって
、薬剤ライブラリを記憶する記憶部と、制御部と、前記制御部の制御により、当該送液ポ
ンプの起動状態を切り替える起動状態切り替え部と、当該送液ポンプに関する各種情報を
表示する表示部と、を有し、前記起動状態切り替え部は、薬剤の送液操作を行うことがで
きる送液可能状態と、薬剤の送液を行うことができず、かつ充電池が充電中である当該送
液ポンプを保管する待機状態とを切り替えるものであり、前記表示部は、前記制御部の制
御により、前記待機状態において、前記記憶部に記憶されている前記薬剤ライブラリを特
定し、少なくとも前記薬剤ライブラリの更新の識別情報を含む特定情報を表示する。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、待機状態において、記憶部に記憶されている薬剤ライブラリを特定す
る特定情報を表示できる。これにより、使用用途に適したポンプであるか否かの判別が待
機状態において可能になる。このため、本発明によれば、効率的な管理及び運用を行える
送液ポンプを提供できる。また、薬剤ライブラリを特定する特定情報が、薬剤ライブラリ
の更新の識別情報を少なくとも含むように構成できる。これにより、記憶部に記憶されて
いる薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否かの判別が待機状態において可能になる
。よって、当該構成により、適切な情報に基づいて送液が可能なポンプであるか否かの判
別を待機状態で行えるため利便性が向上する。
【００１３】
　また、薬剤ライブラリを特定する特定情報が、送液ポンプに適用されているプロファイ
ルを特定する情報を含むように構成できる。当該構成により、記憶部に記憶されている薬
剤ライブラリが使用用途に適した薬剤の情報を記録しているか否かの判別が待機状態にお
いて可能になる。また、使用用途に適した薬剤の種類を迅速に選択可能なポンプであるか
否かの判別も待機状態において合わせて行えるため利便性がさらに向上する。
【００１４】
　また、記憶部に記憶されている複数のプロファイルには、各々を識別可能にするプロフ
ァイルＩＤを設定することができる。そして、薬剤ライブラリを特定する特定情報として
当該送液ポンプに適用されている適用プロファイルを特定する情報を表示する際に、適用
プロファイルに設定されたプロファイルＩＤを視覚的に識別可能なアイコンに置き換えて
表示するように表示部を構成できる。当該構成により、使用用途に適したポンプであるか
否かの判別を視覚的に行える。そのため、判別に要する時間が削減されて利便性が向上す
るとともに、判別する際の誤認識が防止されて安全性が向上する。
【００１５】
　また、薬剤ライブラリを特定する特定情報を表示する際の表示状態を、適用プロファイ
ルに応じて変化させるように表示部を構成できる。当該構成により、適用されているプロ
ファイルを容易に識別できる。そのため、使用用途に適したプロファイルが適用されてい
るか否かを判別する際の誤認識を減らすことができて利便性及び安全性がより向上する。
【００１６】
　また、薬剤ライブラリを特定する特定情報を表示する際の表示状態を、薬剤ライブラリ
が更新されてからの経過時間に応じて変化させるように表示部を構成できる。当該構成に
より、記憶部に記憶されている薬剤ライブラリが更新されてからの経過時間を容易に識別
できる。そのため、記憶部に記憶されている薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否
かを判別する際の誤認識を減らすことができて利便性及び安全性がより向上する。
【００１７】
　また、定期点検時期を記憶するように記憶部を構成できる。そして、待機状態において
、定期点検時期の到達状況を知らせる情報を表示するように表示部を構成できる。当該構
成により、定期点検が適切に行われているか否かの判別を待機状態において行うことがで
きるため、より効率的な管理及び運用を行うことができる。
【００１８】
　また、衝撃を受けたか否かを検出する衝撃検出部を含むように構成できる。そして、待
機状態において、衝撃検出部が衝撃を検出したか否かを知らせる情報を表示するように表
示部を構成できる。当該構成により、衝撃を検出したか否かの判別を待機状態において行
うことができるため、さらに効率的な管理及び運用を行うことができる。
【００１９】
　また、待機状態において薬剤ライブラリを特定する特定情報を表示する際に、通常電力
モード、又は、通常電力モードよりも低い消費電力でありながら当該特定情報を視認可能
に表示する省電力モードに電力モードを切り替える電力モード切り替え部を含むように表
示部を構成できる。そして、電力モード切り替え部は、通常電力モードにおいて所定の時
間に亘って当該送液ポンプに対して何らの操作もなされなかったときに、電力モードを通
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常電力モードから省電力モードに切り替えるように構成できる。当該構成により、使用用
途に適したポンプであるか否かの判別に必要な情報を待機状態において表示する際の消費
電力が削減されるため、さらに効率的な管理及び運用を行うことができる。
【００２０】
　また、送液可能状態において、送液する薬剤の種類の選択を受け付ける受け付け画面を
表示し、薬剤ライブラリを特定する特定情報を当該受け付け画面に表示するように表示部
を構成できる。当該構成により、送液可能状態において送液する薬剤の種類を選択すると
きに、使用用途に適したポンプであるか否かの判別を行える。これにより、使用用途に適
していないポンプが使用されるのを防止することができて安全性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係るシリンジポンプを説明するための概観斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るシリンジポンプを説明するための概観正面図である。
【図３】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説明するための概観正面図で
ある。
【図４】図４（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施形態に係るシリンジポンプに適用するシリ
ンジを説明するための概観斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの電気的な構成を説明するための概略図
である。
【図６】図６（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説
明するための概観正面図であって、プロファイルを生成する際の表示例を示す図である。
【図７】図７（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説
明するための概観正面図であって、プロファイルを指定する際の表示例を示す図である。
【図８】図８（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説
明するための概観正面図であって、送液する薬剤の種類を選択する際の表示例を示す図で
ある。
【図９】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの状態遷移図であって、起動状態の状態
遷移を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説明するための概観正面図
であって、薬剤ライブラリの更新の識別情報及び適用プロファイルを特定する情報を含む
薬剤ライブラリを特定する特定情報を待機状態において表示した際の表示例を示す図であ
る。
【図１１】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説明するための概観正面図
であって、薬剤ライブラリの更新の識別情報及び適用プロファイルを特定する情報を含む
薬剤ライブラリを特定する特定情報を省電力モードにおいて表示した際の表示例を示す図
である。
【図１２】図１２（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部
を説明するための概観正面図であって、定期点検時期の到達状況を知らせる情報を表示し
た際の表示例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るシリンジポンプの表示部を説明するための概観正面図
であって、衝撃を検出したか否かを知らせる情報を表示した際の表示例を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態の変形例に係るシリンジポンプの表示部を説明するための概
観正面図であって、適用プロファイルを特定する情報をアイコンに置き換えて表示した際
の表示例を示す図である。
【図１５】図１５（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施形態の変形例に係るシリンジポンプの
表示部を説明するための概観正面図であって、薬剤ライブラリの更新の識別情報及び適用
プロファイルを特定する情報を含む薬剤ライブラリを特定する特定情報の表示位置を適用
プロファイルに応じて変化させた際の表示例を示す図である。
【図１６】図１６（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施形態の変形例に係るシリンジポンプの
表示部を説明するための概観正面図であって、薬剤ライブラリの更新の識別情報及び適用
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プロファイルを特定する情報を含む薬剤ライブラリを特定する特定情報の表示色を薬剤ラ
イブラリが更新されてからの経過時間に応じて変化させた際の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。なお、図面の寸法比率は、説明
の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００２３】
　図１及び図２に示す本発明の実施形態に係るシリンジポンプ１は、集中治療室（ＩＣＵ
）等において、長時間に亘って患者の体内に薬剤を送液するために使用される送液ポンプ
である。シリンジポンプ１は、静脈麻酔薬等を含む種々の薬剤を患者の体内に送液するこ
とができる。適用可能な静脈麻酔薬の例として、プロポフォール、ミタゾラム、及び、レ
ミフェンタニル等がある。
【００２４】
　以下に、シリンジポンプ１の装置構成を詳細に説明する。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、シリンジポンプ１は、薬剤を充填した、薬剤収納容器とし
てのシリンジ２００のシリンジ押子２０２をＴ方向に押圧して、シリンジ本体２０１内の
薬剤を、チューブ２０３と留置針２０４を介して、患者Ｐに対して正確に送液する。この
とき、シリンジ２００のシリンジ本体２０１は、クランプ５によって動かないようにシリ
ンジポンプ１にセットされている。
【００２６】
　シリンジポンプ１は、本体カバー２を有する。
【００２７】
　本体カバー２は、耐薬品性を有する成型樹脂材料により一体成型されている。これによ
り、本体カバー２は防沫処理構造を有する。防沫処理構造により、仮に薬剤等がかかって
もシリンジポンプ１の内部に侵入するのを防ぐことができる。防沫処理構造を有するのは
、シリンジ本体２０１内の薬剤がこぼれたり、周辺で用いる消毒液等が飛散したりして付
着することがあるためである。
【００２８】
　図１及び図２に示すように、本体カバー２は、上部分２Ａ及び下部分２Ｂを有する。
【００２９】
　上部分２Ａには、表示部３と、操作パネル部４が配置されている。
【００３０】
　下部分２Ｂには、シリンジ設定部６と、シリンジ押子２０２を押すためのシリンジ押子
駆動部７が配置されている。
【００３１】
　表示部３は、カラー表示することができる画像表示装置である。表示部３は、例えば、
カラー液晶表示装置により構成することができる。表示部３は、日本語表記による情報表
記だけでなく、必要に応じて複数の外国語による情報の表示を行うことができる。表示部
３は、本体カバー２の上部分２Ａの左上位置であって、シリンジ設定部６とシリンジ押子
駆動部７の上側に配置されている。
【００３２】
　操作パネル部４は、本体カバー２の上部分において表示部３の右側に配置されている。
操作パネル部４には、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆ、動作インジケータ４Ａ、及び、操作
ボタンが配置されている。図１及び図２には、操作ボタンとして、必要最小限の、早送り
スイッチボタン４Ｂ、開始スイッチボタン４Ｃ、停止スイッチボタン４Ｄ、メニュー選択
ボタン４Ｅが４ケ配置されている例を示している。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、シリンジ設定部６とシリンジ押子駆動部７は、Ｘ方向に沿
って並べて配置されている。シリンジ設定部６は、図４を用いて後で説明する複数種類の
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大きさの異なるシリンジ２００，３００，４００を、選択して着脱可能にはめ込んで固定
することができる。
【００３４】
　図１及び図２に示すように、シリンジ設定部６は、シリンジ本体２０１を収容する収容
部８と、クランプ５を有している。収容部８は、シリンジ本体２０１を収容するために、
ほぼ断面半円形形状の凹部であり、Ｘ方向に沿って形成されている。収容部８の端部の壁
部分には、チューブ２０３を着脱可能に挟み込むためのチューブ固定部９が形成されてい
る。
【００３５】
　クランプ５を操作してシリンジ２００をシリンジ設定部６から取り外す際には、クラン
プ５を図示しないスプリングの力に抗してＹ１方向（手前方向）に引っ張って、しかもＲ
１方向に９０度回すことで、シリンジ本体２０１はクランプ５による固定を解除して、収
容部８から取り外すことができる。また、クランプ５を操作してシリンジ２００をシリン
ジ設定部６に取り付ける際には、クランプ５を図示しないスプリングの力に抗してＹ１方
向に引っ張ってＲ２方向に９０度回して、スプリングの力によりＹ２方向に戻すことで、
シリンジ本体２０１は収容部８に収容してクランプ５により固定することができる。クラ
ンプ５により、２．５ｍＬ，５ｍＬ，１０ｍＬ，２０ｍＬ，３０ｍＬ，５０ｍＬの収容量
のシリンジを固定することができるように、シリンジ設定部６の収容部８の右端部８Ｅは
一部が切欠部となっている。
【００３６】
　シリンジ本体２０１が収容部８内に収容されて固定されると、シリンジ押子２０２がシ
リンジ押子駆動部７内に配置される。このシリンジ押子駆動部７は、スライダ１０を有し
ている。このスライダ１０は、図２及び図５に示す制御部１００からの指令により、シリ
ンジ押子２０２の押子フランジ２０５を、シリンジ本体２０１に対して相対的にＴ方向に
沿って少しずつ押す。
【００３７】
　なお、図１及び図２におけるＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向は互いに直交しており、Ｚ方向は
上下方向である。
【００３８】
　図３は、表示部３の表示例を示す。この表示部３の表示例は、一例であるので、特に限
定されない。
【００３９】
　図４は、上述した複数種類の大きさのシリンジの例を示す斜視図である。
【００４０】
　図１及び図２では、最も薬剤の収容量が大きいシリンジ２００が固定されている例を示
している。
【００４１】
　図４（Ａ）に示すように、最も薬剤の収容量が大きいシリンジ２００は、シリンジ本体
２０１と、シリンジ押子２０２を有しており、シリンジ本体２０１は本体フランジ２０９
を有し、シリンジ押子２０２は押子フランジ２０５を有している。シリンジ本体２０１に
は、薬剤の目盛２１０が形成されている。シリンジ本体２０１の出口部２１１には、フレ
キシブルなチューブ２０３の一端部が着脱可能に接続される。
【００４２】
　図４（Ｂ）に示すように、薬剤の収容量が中くらいのシリンジ３００は、シリンジ本体
３０１と、シリンジ押子３０２を有しており、シリンジ本体３０１は本体フランジ３０９
を有し、シリンジ押子３０２は押子フランジ３０５を有している。シリンジ本体３０１に
は、薬剤の目盛３１０が形成されている。シリンジ本体３０１の出口部３１１には、フレ
キシブルなチューブ２０３の一端部が着脱可能に接続される。
【００４３】
　図４（Ｃ）に示すように、最も薬剤の収容量が小さいシリンジ４００は、シリンジ本体
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４０１と、シリンジ押子４０２を有しており、シリンジ本体４０１は本体フランジ４０９
を有し、シリンジ押子４０２は押子フランジ４０５を有している。シリンジ本体４０１に
は、薬剤の目盛４１０が形成されている。シリンジ本体４０１の出口部４１１には、フレ
キシブルなチューブ２０３の一端部が着脱可能に接続される。
【００４４】
　図４（Ａ）に示すシリンジ２００は、例えば薬剤の収容量が５０ｍＬであり、図４（Ｂ
）に示すシリンジ３００は、例えば薬剤の収容量が１０ｍＬ、２０ｍＬ、３０ｍＬであり
、図４（Ｃ）に示すシリンジ４００は、例えば薬剤の収容量が２．５ｍＬ、５ｍＬである
。シリンジ３００，４００は、図１及び図２に示すシリンジ２００と同様にして、収容部
８内に収容して固定して用いることができる。
【００４５】
　次に、図５を参照して、図１及び図２に示すシリンジポンプ１の電気的な構成例を詳細
に説明する。
【００４６】
　図５において、シリンジポンプ１は、全体的な動作の判断、制御を行う制御部（コンピ
ュータ）１００を有している。この制御部１００は、例えばワンチップのマイクロコンピ
ュータであり、ＲＯＭ（読み出し専用メモリ）１０１，ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ
）１０２、不揮発性メモリ１０３、そしてクロック１０４を有する。
【００４７】
　クロック１０４は、所定の操作により現在時刻の修正ができ、現在時刻の取得や、所定
の送液作業の経過時間の計測、送液の速度制御の基準時間の計測等ができる。
【００４８】
　図５に示す制御部１００は、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆと、スイッチ１１１が接続さ
れている。
【００４９】
　電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆが押下されると、起動状態切り替えの制御信号が制御部１
００に入力される。
【００５０】
　スイッチ１１１は、電源コンバータ部１１２と例えばリチウムイオン電池のような充電
池１１３を切り換えることで、電源コンバータ部１１２と充電池１１３のいずれかから制
御部１００に電源供給する。
【００５１】
　電源コンバータ部１１２は、コンセント１１４を介して商用交流電源１１５に接続され
ている。
【００５２】
　図５において、早送りスイッチボタン４Ｂ、開始スイッチボタン４Ｃ、停止スイッチボ
タン４Ｄ、メニュー選択ボタン４Ｅは、制御部１００に電気的に接続されている。開始ス
イッチボタン４Ｃが押下されると送液開始の制御信号が制御部１００に入力される。また
、停止スイッチボタン４Ｄが押下されると送液停止の制御信号が制御部１００に入力され
る。
【００５３】
　図５において、表示部ドライバ１３０は、制御部１００に電気的に接続されている。表
示部ドライバ１３０は、制御部１００の指令により表示部３を駆動して種々の情報を表示
部３に表示する。
【００５４】
　図５において、スピーカ１３１は、制御部１００に電気的に接続されている。スピーカ
１３１は、制御部１００の指令により各種の警報内容を音声により告知する。
【００５５】
　図５において、収容部８内には、一対の検出スイッチ１２０，１２１が配置されている
。検出スイッチ１２０，１２１は、シリンジ２００のシリンジ本体２０１が、収容部８に
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正しく配置されているかどうかを検知して、制御部１００に通知する。
【００５６】
　クランプセンサ１２２は、クランプ５の位置状態を検知することで、シリンジ本体２０
１がクランプ５により確実にクランプされているかどうかを、制御部１００に通知する。
【００５７】
　シリンジ押子駆動部７のモータ１３３は、制御部１００の指令によりモータドライバ１
３４により駆動されると、送りネジ１３５を回転させてスライダ１０をＴ方向に移動させ
る。これにより、スライダ１０は、シリンジ押子２０２をＴ方向に押圧して、図２に示す
シリンジ本体２０１内の薬剤を、チューブ２０３を通じて患者Ｐに対して留置針２０４を
介して正確に送液する。
【００５８】
　図５において、制御部１００には、加速度センサ１６０が接続される。加速度センサ１
６０は、シリンジポンプ１に加えられた加速度を計測して、制御部１００に通知する。
【００５９】
　不揮発性メモリ１０３は、薬剤ライブラリを更新可能に記憶する記憶部としての機能を
有する。シリンジポンプ１を使用して送液する薬剤には、送液する際の流量の適正値や上
限値、又は、薬剤の注入量の適正値や上限値が薬剤の種類ごとに定められている。薬剤を
送液する際には、それら適正値又は上限値などの各種パラメーターに従って送液を行う必
要がある。薬剤ライブラリは、薬剤の種類に応じて定められている各種パラメーターを記
録したファイルである。
【００６０】
　不揮発性メモリ１０３への薬剤ライブラリの記憶方法は特に限定されないが、例えば、
通信ポート１４０を介して記憶させることができる。すなわち、図５に示すように、通信
ポート１４０を介してデスクトップコンピュータのようなコンピュータ１４１と制御部１
００を接続する。コンピュータ１４１は、薬剤データベース１５０に接続されている。薬
剤データベース１５０には、薬剤ライブラリが保存されている。コンピュータ１４１を操
作することで、薬剤データベース１５０に保存された薬剤ライブラリを、通信ポート１４
０を介して不揮発性メモリ１０３に記憶させることができる。
【００６１】
　薬剤ライブラリは、次のような場合に更新される。すなわち、新しい薬剤の種類を追加
する場合や、既に保存されている薬剤の種類に関する情報を更新／追加／削除する場合な
どに更新される。不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリの更新も、上述
した通信ポート１４０及びコンピュータ１４１を使用する方法により行うことができる。
【００６２】
　制御部１００は、不揮発性メモリ１０３に記憶された薬剤ライブラリの情報を参照して
、各種パラメーターに従った送液がなされるようにモータドライバ１３４を制御する。
【００６３】
　制御部１００が薬剤ライブラリの情報を参照して薬剤を送液するためには、シリンジ設
定部６にセットされたシリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類を、薬剤ライブラリに
記録されている薬剤の種類の中から選択して制御部１００に予め入力しておく必要がある
。
【００６４】
　薬剤ライブラリは、数千種類にも上る薬剤の種類を記録することができる。そのため、
薬剤ライブラリに記録されている薬剤の種類が増えるにつれて、シリンジ本体２０１に充
填された薬剤の種類を薬剤ライブラリの中から選択するのに要する時間が増加する。そこ
で、薬剤ライブラリに記録されている薬剤の種類を使用用途に応じて絞り込む作業を行い
、その結果をプロファイルと呼ばれるファイルに記録しておく方法が知られている。プロ
ファイルは、シリンジポンプ１の使用用途に応じて複数生成しておくことができる。例え
ば、集中治療室（ＩＣＵ）、冠疾患集中治療室（ＣＣＵ）、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ
）及び脳卒中集中治療室（ＳＣＵ）等の治療室ごとに、使用される可能性のある薬剤の種
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類を選定してプロファイルに記録しておくことができる。不揮発性メモリ１０３は、複数
のプロファイルを更新可能に記憶できる。
【００６５】
　不揮発性メモリ１０３に記憶するプロファイルは、例えば、表示部３の表示内容に従っ
て操作パネル部４の操作ボタンを操作することで生成することができる。
【００６６】
　図６（Ａ）及び（Ｂ）は、プロファイルを生成する際の表示部３の表示内容例を示す。
図６に示した表示内容例に従って操作パネル部４の操作ボタンを操作することで、プロフ
ァイルを生成することができる。
【００６７】
　具体的には、表示部３は、図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、薬剤ライブラリに記憶
されている薬剤の種類をスクロール式に表示する。そして、操作パネル部４の操作ボタン
を操作して、表示部３に表示された薬剤の種類の中から使用用途等に応じて適切な薬剤の
種類を選択していく。選択された薬剤の種類は、プロファイルとして不揮発性メモリ１０
３に記憶される。
【００６８】
　また、コンピュータ１４１を使用してプロファイルを生成して、薬剤ライブラリに記録
しておくこともできる。この場合、薬剤ライブラリを不揮発性メモリ１０３に記憶するこ
とで、プロファイルも同時に不揮発性メモリ１０３に記憶される。
【００６９】
　不揮発性メモリ１０３に記憶されるプロファイルには、名前を設定することができる。
例えば、集中治療室（ＩＣＵ）、冠疾患集中治療室（ＣＣＵ）、新生児集中治療室（ＮＩ
ＣＵ）、又は、脳卒中集中治療室（ＳＣＵ）などの名前を設定することができる。また、
プロファイル名として、病棟名を設定することもできる。
【００７０】
　プロファイルは、次のような場合に更新される。すなわち、新しい薬剤の種類を追加す
る場合や、既に記録されている薬剤の種類を削除する場合などに更新される。不揮発性メ
モリ１０３に記憶されているプロファイルの更新は、プロファイルの生成と同様に表示部
３の表示内容に従って操作パネル部４の操作ボタンを操作することで行うことができる。
また、更新後のプロファイルの情報が記録された薬剤ライブラリを上述した通信ポート１
４０及びコンピュータ１４１を使用する方法で不揮発性メモリ１０３に記憶することによ
り、不揮発性メモリ１０３に記憶されているプロファイルを更新することもできる。
【００７１】
　シリンジポンプ１は、不揮発性メモリ１０３に記憶されている複数のプロファイルの中
から、使用用途に応じてプロファイルを選択して適用することができる。シリンジポンプ
１に適用するプロファイルは、表示部３の表示内容に従って操作パネル部４の操作ボタン
を操作することで選択することができる。
【００７２】
　図７（Ａ）及び（Ｂ）は、シリンジポンプ１に適用するプロファイルを選択する際の表
示部３の表示内容例を示す。表示部３は、図７（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、不揮発性
メモリ１０３に記憶されているプロファイルに設定されている名前をスクロール式に表示
する。図７（Ａ）及び（Ｂ）に示した表示内容例に従って操作パネル部４の操作ボタンを
操作することで、適用するプロファイルを選択することができる。
【００７３】
　不揮発性メモリ１０３は、シリンジポンプ１に適用するプロファイルとして選択された
プロファイルを特定する情報を記憶する。
【００７４】
　表示部３は、シリンジ設定部６にセットされたシリンジ本体２０１に充填された薬剤の
種類の選択を受け付ける受け付け画面４０を表示する。表示部３の表示内容に従って操作
パネル部４の操作ボタンを操作することで、シリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類
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を制御部１００に入力することができる。
【００７５】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）は、シリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類の選択を受け付
ける受け付け画面４０を表示した際の表示部３の表示内容例を示す。表示部３は、薬剤の
種類の選択を受け付ける受け付け画面４０において、適用するプロファイルとして選択さ
れたプロファイルに基づいて薬剤ライブライに記録されている薬剤の種類を絞り込んで生
成される薬剤の種類のリスト４１を表示する。これにより、使用用途に応じて、送液する
薬剤の種類を迅速に選択して制御部１００に入力することができる。
【００７６】
　制御部１００が、不揮発性メモリ１０３に記憶された薬剤ライブラリの情報を参照して
各種パラメーターに従った送液を行うためには、性別、年齢、身長、及び、体重などの患
者Ｐの情報も入力する必要がある。これらの情報の入力も、表示部３の表示内容に従って
操作パネル部４の操作ボタンを操作することで入力することができる。
【００７７】
　シリンジポンプ１は、送液可能状態Ｓ１、電源ＯＦＦ状態Ｓ２、及び、待機状態Ｓ３の
３つの起動状態を有する。送液可能状態Ｓ１は、薬剤の送液に関する全ての操作を行える
起動状態のことを意味する。電源ＯＦＦ状態Ｓ２は、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆの押下
以外の操作を受け付けない状態を意味する。待機状態Ｓ３は、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４
Ｆの押下以外の操作を受け付けない状態で、かつ、電源コンバータ部１１２からの電源供
給により充電池１１３が充電中の状態にあることを意味する。
【００７８】
　図９は、シリンジポンプ１の起動状態に関する状態遷移図である。
【００７９】
　図９に示すように、送液可能状態Ｓ１において電源がＯＦＦされると、制御部１００が
充電池１１３から電源供給されている場合には電源ＯＦＦ状態Ｓ２に遷移し、制御部１０
０が電源コンバータ部１１２から電源供給されている場合には待機状態Ｓ３に遷移する。
一方、電源ＯＦＦ状態Ｓ２又は待機状態Ｓ３において電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆが押下
されて電源がＯＮされると、送液可能状態Ｓ１に遷移する。また、電源ＯＦＦ状態Ｓ２に
おいて、制御部１００への電源供給が充電池１１３から電源コンバータ部１１２に切り替
えられると待機状態Ｓ３に遷移する。また、待機状態Ｓ３において、制御部１００への電
源供給が電源コンバータ部１１２から充電池１１３に切り替えられると電源ＯＦＦ状態Ｓ
２に遷移する。電源のＯＮ又はＯＦＦは、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆを押下することに
より操作される。また、制御部１００への電源供給は、スイッチ１１１により切り替えら
れる。
【００８０】
　電源ＯＦＦ状態Ｓ２又は待機状態Ｓ３では、制御部１００は、送液可能状態Ｓ１に遷移
するのに必要な最低限の機能を実行する。制御部１００が電源ＯＦＦ状態Ｓ２及び待機状
態Ｓ３において実行する機能には、少なくとも、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆの押下の受
け付け、及び、加速度センサ１６０によって計測された加速度の通知の受け付けが含まれ
る。
【００８１】
　シリンジポンプ１は、送液に使用されないときにはＭＥ（Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒ）室などに保管される。ＭＥ室では、シリンジポンプ１は必要なときにすぐに使用
できるように待機状態Ｓ３にある。シリンジポンプ１を使用する際には、送液に使用され
る現場に運ぶ前に、使用用途に適したポンプであるか否かを確認する必要がある。少なく
とも、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが使用用途に適しているか
否かを確認する必要がある。
【００８２】
　そこで、表示部３は、待機状態Ｓ３において、不揮発性メモリ１０３に記憶されている
薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する。
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【００８３】
　本実施形態では、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１は、薬剤ライブラリの更新の
識別情報３１ａ及びシリンジポンプ１に適用されている適用プロファイルを特定する情報
３１ｂを含むように構成されるが、これに限定されない。薬剤ライブラリを特定する特定
情報３１は目的に応じて種々のものが考えられ、使用用途に適したポンプであるか否かの
判別に使用可能な情報である限りにおいて特定情報３１として任意の情報を使用できる。
例えば、薬剤ライブラリに固有の名前としてライブラリ名を設定して、薬剤ライブラリを
特定する特定情報３１としてライブラリ名を使用してもよい。
【００８４】
　本実施形態では、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａとして、薬剤ライブラリが生
成／更新された時期に応じて薬剤ライブラリに付されるバージョン番号を使用するが、こ
れに限定されない。不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが適切に更新
されたものか否かの判別が可能である限りにおいて、薬剤ライブラリの更新の識別情報３
１ａとして任意の情報を使用できる。
【００８５】
　本実施形態では、適用プロファイルを特定する情報３１ｂとして、適用プロファイルに
設定されたプロファイル名を使用するが、これに限定されない。シリンジポンプ１に適用
されているプロファイルを特定する情報である限りにおいて、適用プロファイルを特定す
る情報３１ｂとして任意の情報を使用できる。
【００８６】
　図１０は、待機状態Ｓ３において、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プ
ロファイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示し
た際の表示部３の表示内容例を示す。
【００８７】
　表示部３が、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を待機状態Ｓ３において表示する
ことにより、使用用途に適しているか否かの判断を待機状態Ｓ３において行うことができ
る。そのため、ＭＥ室などにおいて、ラベルを貼り付けるといった煩雑な方法によらずに
、シリンジポンプ１を効率的に管理及び運用できる。
【００８８】
　また、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１が薬剤ライブラリの更新の識別情報３１
ａを含むことにより、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが適切に更
新されたものか否かの判別が待機状態Ｓ３において可能になる。その結果、適切な情報に
基づいて送液が可能なシリンジポンプ１であるか否かの判別を待機状態Ｓ３で行えるため
利便性が向上する。具体的には、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリ
が適切に更新されていない場合、送液する際の流量の適正値や上限値、又は、薬剤の注入
量の適正値や上限値などの各種パラメーターが誤設定される可能性がある。こうした誤設
定を防ぐために、シリンジポンプ１をＭＥ室から送液に使用される現場に運ぶ前に、薬剤
ライブラリが適切に更新されたものか否かを確認する必要がある。シリンジポンプ１では
、特定情報３１は、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａを含む。そして、薬剤ライブ
ラリの更新の識別情報３１ａは、薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否かの判別が
可能な情報である。従って、シリンジポンプ１では、不揮発性メモリ１０３に記憶されて
いる薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否かの判別が待機状態Ｓ３において可能で
ある。その結果、適切な情報に基づいて送液が可能なシリンジポンプ１であるか否かの判
別を待機状態Ｓ３で行えるため利便性が向上する。
【００８９】
　また、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１が適用プロファイルを特定する情報３１
ｂを含むことにより、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが使用用途
に適した薬剤の情報を記録しているか否かの判別が待機状態Ｓ３において可能になる。さ
らに、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１が適用プロファイルを特定する情報３１ｂ
を含むことにより、使用用途に適した薬剤の種類を迅速に選択可能なシリンジポンプ１で



(13) JP 6360332 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

あるか否かの判別も待機状態Ｓ３において合わせて行えるため利便性がさらに向上する。
具体的には、プロファイルは、薬剤ライブラリに記録されている薬剤の種類を使用用途に
応じて絞り込んだ結果を記録したファイルである。すなわち、適用プロファイルを特定す
る情報３１ｂを確認することにより、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブ
ラリが使用用途に適した薬剤の情報を記録しているか否かの判別を行うことができる。ま
た、使用用途に適した薬剤の種類を選択する際に、表示部３は、薬剤の種類の選択を受け
付ける受け付け画面４０において、適用プロファイルに基づいて薬剤ライブラリに記録さ
れている薬剤の種類を絞り込んで生成される薬剤の種類のリスト４１を表示する。これに
より、使用用途に応じて、送液する薬剤の種類を迅速に選択できる。すなわち、適用プロ
ファイルを特定する情報３１ｂを確認することにより、使用用途に適した薬剤の種類を迅
速に選択可能なシリンジポンプ１であるか否かの判別を待機状態Ｓ３において行えるため
利便性がさらに向上する。
【００９０】
　表示部３は、待機状態Ｓ３において情報を表示する際に、通常電力モード、又は、通常
電力モードよりも低い消費電力でありながら情報を視認可能に表示する省電力モードに電
力モードを切り替える電力モード切り替え部を含む。
【００９１】
　電力モード切り替え部は、通常電力モードにおいて所定の時間に亘ってシリンジポンプ
１に対して何らの操作もなされなかったときに、電力モードを通常電力モードから省電力
モードに切り替える。電力モード切り替え部は、省電力モードにおいて、電源ＯＮ／ＯＦ
Ｆボタン４Ｆ以外のボタンが押下されたときに、電力モードを省電力モードから通常電力
モードに切り替える。
【００９２】
　省電力モードにおいて、通常電力モードよりも低い消費電力でありながら情報を視認可
能に表示する方法として、例えば、表示部３の輝度を下げる方法がある。
【００９３】
　図１１は、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを特定する情
報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を低い輝度で表示した際の表示部
３の表示内容例を示す。
【００９４】
　表示部３が、電力モード切り替え部を有することにより、使用用途に適したポンプであ
るか否かの判別に必要な情報を待機状態Ｓ３において表示する際の消費電力が削減される
ため、効率的な管理及び運用を行うことができる。
【００９５】
　表示部３は、図１０及び図１１に示すように、不揮発性メモリ１０３に記憶されている
薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際に、カレンダーの情報３３を表示し
てもよい。表示部３は、カレンダーの情報３３として、現在時刻に関する情報を表示する
ことができる。
【００９６】
　医療用ポンプは、定期的に点検されるのが一般的である。定期点検では、医療用ポンプ
の動作に異常がないかの確認や、運用時間に応じて消耗部品の交換が行われる。動作に異
常が見つかった場合には、部品の交換や修理が施される。定期点検が適切になされていな
い場合、送液中に故障して送液が停止されるなどの不具合が発生する可能性がある。
【００９７】
　そこで、不揮発性メモリ１０３は、定期点検時期を記憶する記憶部としての機能を有す
る。そして、表示部３は、待機状態Ｓ３において、定期点検時期の到達状況を知らせる情
報３４を表示する。
【００９８】
　定期点検時期の到達状況の判断は、例えば、制御部１００によって次のように行うこと
ができる。すなわち、クロック１０４から取得した現在時刻と、不揮発性メモリ１０３に
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記憶されている定期点検時期とを比較することにより判断することができる。
【００９９】
　図１２（Ａ）及び（Ｂ）は、定期点検時期の到達状況を表示した際の表示部３の表示内
容例を示す。
【０１００】
　図１２（Ａ）は、定期点検時期の到達状況を知らせる情報３４として、定期点検時期が
近づいていることを知らせる情報を表示した際の表示内容例を示す。
【０１０１】
　図１２（Ｂ）は、定期点検時期の到達状況を知らせる情報３４として、現在時刻が定期
点検時期を過ぎていることを知らせる情報を表示した際の表示内容例を示す。
【０１０２】
　図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、表示部３は、定期点検時期の到達状況を知らせ
る情報３４と合わせて、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを
特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示してもよい。
【０１０３】
　不揮発性メモリ１０３に記憶する定期点検時期は、シリンジポンプ１を管理する医療従
事者によって適宜設定し得る。また、定期点検時期が近づいていることを知らせる情報の
表示時期も適宜設定し得る。例えば、現在時刻から定期点検時期までの期間が１週間に満
たないときに表示するように設定してもよいし、２週間に満たないときに表示するように
設定してもよい。
【０１０４】
　表示部３が、待機状態Ｓ３において定期点検時期到達状況を知らせる情報３４を表示す
ることにより、定期点検が適切に行われているか否かの判別を待機状態Ｓ３において行う
ことができる。
【０１０５】
　医療用ポンプは、薬剤の種類ごとに定められている各種パラメーターに従って、正確な
送液を行う必要がある。そのため、医療用ポンプに使用されている部品の中には、非常に
精密な部品が含まれている場合があり、外部から加えられた衝撃によって故障・破損して
しまう可能性がある。部品が故障・破損した場合、薬剤の種類ごとに定められている各種
パラメーターに従った正確な送液がなされないなどの不具合が発生する可能性がある。
【０１０６】
　従来の医療用ポンプの中には、外部からの衝撃を検知して、衝撃を加えられたことを記
憶するポンプがある。しかしながら、従来の医療用ポンプでは、衝撃を加えられたか否か
の確認は、送液可能状態Ｓ１でしか行うことができない。そのため、ＭＥ室などにおいて
待機状態Ｓ３で保管されている場合、衝撃を加えられたか否かの確認を迅速に行えない。
【０１０７】
　そこで、加速度センサ１６０は、シリンジポンプ１に衝撃が加えられたか否かを検出す
る衝撃検出部としての機能を有する。そして、表示部３は、待機状態Ｓ３において、加速
度センサ１６０が衝撃を検出したか否かを知らせる情報３５を表示する。
【０１０８】
　制御部１００は、上述したように、加速度センサ１６０によって計測された加速度の通
知を全ての起動状態において受け付けている。すなわち、制御部１００は、送液可能状態
Ｓ１だけでなく、電源ＯＦＦ状態Ｓ２及び待機状態Ｓ３であっても衝撃を検出することが
できる。
【０１０９】
　図１３は、待機状態Ｓ３において、加速度センサ１６０が衝撃を検出したことを知らせ
る情報３５を表示した際の表示部３の表示内容例を示す。
【０１１０】
　表示部３が、待機状態Ｓ３において加速度センサ１６０が衝撃を検出したことを知らせ
る情報３５を表示することにより、衝撃を検出したか否かの判別を待機状態Ｓ３において
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行うことができる。
【０１１１】
　表示部３は、さらに、電源ＯＦＦ状態Ｓ２において、加速度センサ１６０が衝撃を検出
したことを知らせる情報を表示してもよい。
【０１１２】
　また、表示部３は、図１３に示すように、衝撃を検出したことを知らせる情報３５と合
わせて、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを特定する情報３
１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示してもよい。
【０１１３】
　表示部３は、シリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類の選択を受け付ける受け付け
画面４０において、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示してもよい。
【０１１４】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、シリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類の選
択を受け付ける受け付け画面４０において、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び
適用プロファイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を
表示した際の表示部３の表示内容例を示す。
【０１１５】
　受け付け画面４０に、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示することにより、
使用用途に適していないポンプが使用されるのを防止することができて安全性が向上する
。
【０１１６】
　また、上述したように、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが適切
に更新されていない場合、送液する際の流量の適正値や上限値、又は、薬剤の注入量の適
正値や上限値などの各種パラメーターが誤設定される可能性がある。受け付け画面４０に
表示される特定情報３１が薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａを含むことにより、こ
うした誤設定を防ぐことができる。
【０１１７】
　さらに、適用されているプロファイルが使用用途に適していない場合、薬剤の種類の選
択を受け付ける受け付け画面４０には、使用用途に適していない薬剤の種類のリスト４１
が表示される。薬剤の種類によっては類似した名前を持つものもあり、使用用途に適して
いない薬剤の種類のリスト４１が表示されることによって、送液する薬剤の種類を誤選択
する可能性が高まる。受け付け画面４０に表示される特定情報３１が適用プロファイルを
特定する情報３１ｂを含むことにより、こうした誤選択を防ぐことができる。
【０１１８】
　次に、シリンジポンプ１の使用例を説明する。
【０１１９】
　まず、以下の手順によりＭＥ室で準備作業を行う。
【０１２０】
　電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆを押下して、送液可能状態Ｓ１にする。
【０１２１】
　次に、図５に示すように、通信ポート１４０を介して、制御部１００とコンピュータ１
４１を接続する。
【０１２２】
　次に、コンピュータ１４１を操作して、薬剤データベース１５０から複数のプロファイ
ルの情報を含む薬剤ライブラリを、通信ポート１４０を介して制御部１００に入力する。
この操作によって、薬剤ライブラリ及び薬剤ライブラリに記録された複数のプロファイル
が不揮発性メモリ１０３に記憶される。
【０１２３】
　次に、図７に示すような表示部３の表示内容に従って操作パネル部４の操作ボタンを操
作して、適用するプロファイルを使用用途に応じて選択する。
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【０１２４】
　次に、電源ＯＮ／ＯＦＦボタン４Ｆを押下して電源をＯＦＦする。
【０１２５】
　次に、シリンジポンプ１をＭＥ室の適切な保管場所に移動する。
【０１２６】
　次に、コンセント１１４を、保管場所に設置されている商用交流電源１１５に接続する
。このとき、シリンジポンプ１は、図９に示すように待機状態Ｓ３になる。
【０１２７】
　以上の手順により、事前の準備作業が完了する。必要に応じて、上述した事前準備を複
数のシリンジポンプ１に対して行っておく。
【０１２８】
　次に、送液に使用される現場にＭＥ室からシリンジポンプ１を運ぶ際について説明する
。
【０１２９】
　シリンジポンプ１は、集中治療室（ＩＣＵ）等の現場からの要請に応じて、薬剤の送液
に使用される現場に運ばれる。このとき、ＭＥ室に保管されている複数のシリンジポンプ
１の中から、使用用途に適したシリンジポンプ１を選択して現場に運ぶ必要がある。
【０１３０】
　使用用途に適したシリンジポンプ１の選択は、表示部３に表示された情報に従って行う
。
【０１３１】
　表示部３は、待機状態Ｓ３において、図１０又は図１１に示すように薬剤ライブラリの
更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリ
を特定する特定情報３１を通常電力モード又は省電力モードで表示している。
【０１３２】
　表示部３に表示された薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを
特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を確認することで、複
数のシリンジポンプ１の中から使用用途に適したシリンジポンプ１を迅速に選択すること
ができる。
【０１３３】
　また、表示部３は、定期点検時期の到達状況に応じて、図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示す
ように、定期点検時期の到達状況を知らせる情報３４を表示する。
【０１３４】
　また、表示部３は、図１３に示すように、加速度センサ１６０が衝撃を検出すると、衝
撃が加えられたことを知らせる情報３５を表示する。
【０１３５】
　表示部３に表示されるこれらの情報から、送液に適切に使用できるか否かについても確
認する。表示部３が、待機状態Ｓ３において、定期点検時期の到達状況を知らせる情報３
４及び衝撃が加えられたことを知らせる情報３５を表示することにより、送液に適切に使
用できるか否かを迅速に確認することができる。
【０１３６】
　使用用途に適していて、かつ、送液に適切に使用できるものを選択した後、送液に使用
される現場までシリンジポンプ１を運ぶ。
【０１３７】
　次に、送液に使用される現場に運ばれた後の手順を説明する。
【０１３８】
　まず、図１及び図２に示すように、シリンジ２００を、シリンジポンプ１にセットする
。シリンジポンプ１のセットは、クランプ５を使用して上述した方法で行う。
【０１３９】
　次に、シリンジ本体２０１に充填された薬剤の種類を、図８に示すように表示部３に表



(17) JP 6360332 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

示される受け付け画面４０の表示内容に従って操作パネル部４の操作ボタンを操作して選
択する。
【０１４０】
　このとき、表示部３には、図８に示すように薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及
び適用プロファイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１
が表示される。表示された情報から、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブ
ラリ及び適用されているプロファイルが使用用途に適しているか確認する。使用用途に適
していない場合には、緊急性などを考慮して、作業を続行するか否かを判断する。作業を
続行しない場合には、ＭＥ室から使用用途に適した別のシリンジポンプ１を運んできて作
業を再開する。
【０１４１】
　次に、患者Ｐにチューブ２０３が接続された留置針２０４を挿入する。
【０１４２】
　次に、表示部３の表示内容に従って操作パネル部４の操作ボタンを操作して、患者Ｐの
情報として、性別、年齢、身長、及び、体重などを入力する。
【０１４３】
　次に、開始スイッチボタン４Ｃを押下して、患者Ｐの体内への薬剤の送液を開始する。
薬剤の送液は、選択された薬剤の種類に応じて、不揮発性メモリ１０３に記憶されている
薬剤のライブラリに記録された各種パラメーターに従って行われる。
【０１４４】
　薬剤の送液が終わると、シリンジポンプ１はＭＥ室に戻されて、次の使用に備えて保管
される。
【０１４５】
　本実施形態によれば、待機状態Ｓ３において、不揮発性メモリ１０３に記憶されている
薬剤ライブラリを特定する情報３１が表示部３に表示される。これにより、使用用途に適
しているか否かの判別が待機状態Ｓ３において可能になる。このため、本実施形態によれ
ば、効率的な管理及び運用を行える送液ポンプを提供できる。
【０１４６】
　また、本実施形態によれば、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１は、薬剤ライブラ
リの更新の識別情報３１ａを含む。これにより、不揮発性メモリ１０３に記憶されている
薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否かの判別が待機状態Ｓ３において可能になる
。よって、本実施形態によれば、適切な情報に基づいて送液が可能なポンプであるか否か
の判別を待機状態Ｓ３で行えるため利便性が向上する。
【０１４７】
　また、本実施形態によれば、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１は、シリンジポン
プ１に適用されているプロファイルを特定する情報を含む。これにより、不揮発性メモリ
１０３に記憶されている薬剤ライブラリが使用用途に適した薬剤の情報を記録しているか
否かの判別が待機状態Ｓ３において可能になる。また、使用用途に適した薬剤の種類を迅
速に選択可能なポンプであるか否かの判別も待機状態Ｓ３において合わせて行えるため利
便性がさらに向上する。
【０１４８】
　また、本実施形態によれば、不揮発性メモリ１０３は定期点検時期を記憶する。そして
、表示部３は、待機状態Ｓ３において、定期点検時期の到達状況を知らせる情報３４を表
示する。これにより、定期点検が適切に行われているか否かの判別を待機状態Ｓ３におい
て行うことができるため、より効率的な管理及び運用を行うことができる。
【０１４９】
　また、本実施形態によれば、加速度センサ１６０は、衝撃を受けたか否かを検出する衝
撃検出部として機能する。そして、表示部３は、待機状態Ｓ３において、衝撃を検出した
か否かを知らせる情報３５を表示する。これにより、衝撃を検出したか否かの判別を待機
状態Ｓ３において行うことができるため、さらに効率的な管理及び運用を行うことができ
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る。
【０１５０】
　また、本実施形態によれば、表示部３は、待機状態Ｓ３において薬剤ライブラリを特定
する特定情報３１を表示する際に、通常電力モード、又は、通常電力モードよりも低い消
費電力でありながら特定情報３１を視認可能に表示する省電力モードに電力モードを切り
替える電力モード切り替え部を含む。そして、電力モード切り替え部は、通常電力モード
において所定の時間に亘ってシリンジポンプ１に対して何らの操作もなされなかったとき
に、電力モードを通常電力モードから省電力モードに切り替える。これにより、待機状態
Ｓ３において使用用途に適しているか否かの判別に必要な情報を表示する際の消費電力が
削減されるため、さらに効率的な管理及び運用を行うことができる。
【０１５１】
　また、本実施形態によれば、表示部３は、送液可能状態Ｓ１において、送液する薬剤の
種類の選択を受け付ける受け付け画面４０を表示し、薬剤ライブラリを特定する特定情報
３１を受け付け画面４０に表示する。これにより、送液可能状態Ｓ１において送液する薬
剤の種類を選択するときに、使用用途に適したポンプであるか否かの判別を行える。これ
により、使用用途に適していないポンプが使用されるのを防止することができて安全性が
向上する。
【０１５２】
　＜変形例１＞
　上述した実施形態では、表示部３は、適用されているプロファイルを特定する情報３１
ｂとして、適用されているプロファイルに設定されているプロファイル名を表示したが、
これに限定されない。上述したように、使用用途に適したプロファイルがシリンジポンプ
１に適用されているか否かの判別が可能である限りにおいて、プロファイルを特定する情
報３１ｂとして任意の情報を使用できる。
【０１５３】
　例えば、不揮発性メモリ１０３に記憶されている複数のプロファイルについて、各々を
識別可能にするプロファイルＩＤを設定し、プロファイルＩＤを視覚的に認識可能なアイ
コン３６に置き換えて表示してもよい。
【０１５４】
　図１４は、プロファイルＩＤをアイコン３６に置き換えて、適用プロファイルを特定す
る情報３１ｂを表示した際の表示部３の表示内容例を示す。
【０１５５】
　図１４に示すように、適用されているプロファイルを特定する情報３１ｂをアイコン３
６に置き換えて表示する際に、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａを合わせて表示し
てもよい。また、図１４に示すように、適用されているプロファイルを特定する情報３１
ｂとして、アイコン３６と合わせて、適用されているプロファイルに設定されているプロ
ファイル名を表示してもよい。
【０１５６】
　さらに、図１４に示した表示内容例は、プロファイルＩＤとして連続番号を設定した場
合を示しているが、これに限定されない。不揮発性メモリ１０３に記憶されている複数の
プロファイルについて各々を識別可能な限りにおいて、プロファイルＩＤとして任意の記
号や情報を使用することができる。例えば、数字、アルファベット、及び、その他の記号
などをプロファイルＩＤとして使用することができる。
【０１５７】
　表示部３を上述したように構成することにより、使用用途に適したポンプであるか否か
の判別を視覚的に行える。そのため、判別に要する時間が削減されて利便性が向上すると
ともに、判別する際の誤認識が防止されて安全性が向上する。
【０１５８】
　＜変形例２＞
　また、表示部３は、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリを特定する
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特定情報３１を表示する際の表示状態を、適用されているプロファイルに応じて変化させ
てもよい。
【０１５９】
　図１５（Ａ）～（Ｃ）は、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイ
ルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際の表
示位置を、適用プロファイルに応じて変化させた際の表示部３の表示内容例を示す。
【０１６０】
　図１５に示した表示内容例では、不揮発性メモリ１０３に記憶されている複数のプロフ
ァイルには、各々を識別可能にするプロファイルＩＤとして連続番号が設定されている。
そして、図１５（Ａ）は、適用されているプロファイルのプロファイルＩＤを３で除した
場合の余りが１のときの表示内容例を示す。また、図１５（Ｂ）は、適用されているプロ
ファイルのプロファイルＩＤを３で除した場合の余りが２のときの表示内容例を示す。そ
して、図１５（Ｃ）は、適用されているプロファイルのプロファイルＩＤを３で除した場
合の余りが０のときの表示内容例を示す。
【０１６１】
　図１５（Ａ）～（Ｃ）に示した表示内容例では、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１
ａ及び適用プロファイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報
３１の表示位置を表示部３の左端、中央、そして右端に変化させているが、これに限定さ
れない。例えば、適用されているプロファイルに応じて、表示部３の上方、中央、そして
、下方に変化させてもよい。
【０１６２】
　図１５に示した表示内容例は、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロフ
ァイルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１の表示位置を
適用されているプロファイルに応じて変化させているが、これに限定されない。不揮発性
メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際の色
や大きさを変化させてもよい。
【０１６３】
　表示部３を上述したように構成することにより、適用されているプロファイルを容易に
識別できる。そのため、使用用途に適したプロファイルが適用されているか否かを判別す
る際の誤認識を減らすことができて利便性及び安全性がより向上する。
【０１６４】
　＜変形例３＞
　また、表示部３は、不揮発性メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリを特定する
特定情報３１を表示する際の表示状態を薬剤ライブラリが更新されてからの経過時間に応
じて変化させてもよい。
【０１６５】
　図１６（Ａ）～（Ｃ）は、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイ
ルを特定する情報３１ｂを含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際の表
示色を薬剤ライブラリが更新されてからの経過時間に応じて変化させた場合の表示部３の
表示内容例を示す。
【０１６６】
　図１６（Ａ）は、薬剤ライブラリが更新されてから１日以内の表示内容例を示す。また
、図１６（Ｂ）は、薬剤ライブラリが更新されてから１日以上１週間以内の表示内容例を
示す。また、図１６（Ｃ）は、薬剤ライブラリが更新されてから１週間以上が経過してい
るときの表示内容例を示す。
【０１６７】
　図１６の表示内容例では、図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）、そして、図１６（Ｃ）の順に
、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロファイルを特定する情報３１ｂを
含む薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際の表示色を薄くした場合を示し
ているが、これに限定されない。図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）、そして、図１６（Ｃ）の
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順に表示色を濃くしてもよい。あるいは、表示色を、赤色、緑色、黒色等の異なる色に変
化させてもよい。
【０１６８】
　図１６に示した表示内容例では、薬剤ライブラリの更新の識別情報３１ａ及び適用プロ
ファイルを特定する情報３１ｂの両方の表示色を変化させているが、いずれか一方の表示
色を変化させてもよい。
【０１６９】
　また、図１６の表示内容例では、薬剤ライブラリが更新されてからの経過時間を３つの
期間に分けて薬剤ライブラリを特定する特定情報３１の表示色を変化させているが、表示
色を変化させる期間は任意に設定できる。例えば、薬剤ライブラリが更新されてからの経
過時間が１週間以内の期間と、１週間以上の期間の２つの期間に分けて表示色を変化させ
てもよい。
【０１７０】
　図１６に示した表示内容例では、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１の表示色を薬
剤ライブラリが更新されてからの経過時間に応じて変化させているが、これに限定されな
い。例えば、薬剤ライブラリを特定する特定情報３１を表示する際の表示位置や大きさを
変化させてもよい。また、薬剤ライブラリが更新されてからの経過日数や経過時間を数値
表示してもよい。
【０１７１】
　表示部３を上述したように構成することにより、不揮発性メモリ１０３に記憶されてい
る薬剤ライブラリが更新されてからの経過時間を容易に識別できる。そのため、不揮発性
メモリ１０３に記憶されている薬剤ライブラリが適切に更新されたものか否かを判別する
際の誤認識を減らすことができて利便性及び安全性がより向上する。
【０１７２】
　以上、本願発明に係る送液ポンプを実施形態及び各変形例を通じて説明したが、本願発
明に係る送液ポンプはこれらの構成のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲の記
載に基づいて種々改変することが可能である。
【０１７３】
　上述した実施形態及び変形例では、シリンジポンプに本願発明を適用した場合を説明し
たが、それに限定されない。本願発明は、薬剤の送液量を調整可能な輸液ポンプなどの医
療用の送液ポンプに広く適用することが可能である。
【符号の説明】
【０１７４】
１　シリンジポンプ、
２　本体カバー、
２Ａ　本体カバーの上部分、
２Ｂ　本体カバーの下部分、
３　表示部、
４　操作パネル部、
５　クランプ、
６　シリンジ設定部、
７　シリンジ押子駆動部、
８　収容部、
９　チューブ固定部、
３１　薬剤ライブラリを特定する特定情報、
３１ａ　薬剤ライブラリの更新の識別情報、
３１ｂ　適用プロファイルを特定する情報、
３６　アイコン、
４０　受け付け画面、
１００　制御部、
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１０３　不揮発性メモリ、
１６０　加速度センサ、
２００、３００、４００　シリンジ、
２０１、３０１、４０１　シリンジ本体、
２０２、３０２、４０２　シリンジ押子
Ｐ　患者、
Ｓ１　送液可能状態、
Ｓ２　電源ＯＦＦ状態、
Ｓ３　待機状態。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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